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１ 

令和７年度 PTA活動報告 

事務局 

今年度もこれまでの良いところを残しつつ、無理なく持続可能な方法を先生方と相談しながら活動をお

こないました。具体的な活動は、３ページ以降の「PTA 活動報告の一覧」をご確認ください。 

中央区ＰＴＡ連合会では、事務局より区Ｐ連総会、会長副会長会、小中学校部会に出席し他校との交流に

も努めました。また、輪番制の研修委員副委員長として教育講演会の開催、総務委 40 周年記念フェス

ティバルの企画・開催をしました。 

今年の三角山フェスティバルでは、消防フェスティバルも同時開催となり、多くの子どもたちが楽しむ機

会を作れたと思います。また、スクールゾーン実行委員会、学校運営協議会、区 P 連交流会に参加し、地

域や他校との連携や情報共有を行いました。 

学年委員会 

今年度の学年委員会は、各学年の学年委員へ開催の有無を委ね１～４年生で茶話会を行いました。多く

の参加があった学年もありつながりを深める機会となったようです。１年間を通して学年委員の皆さま

には子どもたちの学校生活を支える一助となる活動を行いました。 

６年生では卒業に向けて謝恩会や保護者からの花束贈呈の検討もありましたが学校側の意向もあり、

保護者有志による運営にて保護者と児童のみでお別れ会をおこないました。 

図書ボランティア 

２０２５年は読み手が少ないため学年合同での読み聞かせにより児童と先生方に教室移動の負担をか

けてしまいました。季節や学年に合わせ、メンバーの好きな絵本を選定することで様々なジャンルの絵

本に触れ楽しんでもらえました。今年度はクリスマスのミニプレゼントを配付するボランティアを募集し

保護者にも楽しんでもらうことができました。 

フラワーボランティア 

今年度は天候や熊の影響もあり例年に比べ活動日数が限られました。主に入学式や１日入学、卒業式な

どの学校装花・装飾、花壇整備や花苗植え込み、秋素材のリース作成をしました。年々、ボランティア登

録数も減ってきており、ローメンテナンスで維持できる花壇への移行、ボランティア活動募集方法の工

夫が必要です。 

家庭教育学級 ＳＡＮＫＡＫＵの会 

今年度もヤクルト講座、性教育講座、裁判の傍聴や三角山小学校の山田先生を講師にまねくなど、様々

な分野の講座を開くことができました。講座によっては学級生から来年度以降も第２弾、第３弾として

継続を望む声もありました。しかし、来年度のスタッフ募集をしているが難しい現状です。 

 
 

 



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

8日 PTA総会 (すぐーる)
11日 総会決議結果配信

15日 運営委員会① 24日 給食試食会

14日 顔合わせ・勉強会 1日 事務局会議③ 19日 事務局会議⑤ 6日 事務局会議⑥ 9日 SANfﾌｪｽ カード準備

14日 事務局会議① 8日 役員会① 10日 お菓子くじ買い出し　　

15日 三角山グッズ販売 22日 事務局会議④ 19日 事務局会議⑦

17日 事務局会議② 22日 三角山グッズ配付 25日 事務局会議⑧

9日 ｺﾐｭﾆﾃｨｰｽｸｰﾙ① 4日 交通安全母の会①
11日 街頭啓発運動②
　（盤渓小学校）

19日 街頭啓発運動③
　（宮の森小学校）

19日 町内会会長へ挨拶
　　（旗振り名簿共有）

6日 街頭啓発運動①
　（宮の森消防署前）

17日
ｽｸｰﾙｿﾞｰﾝ実行委員会①

7日
学校装花_入学式
21日 新規募集

9日
ｲｰｽﾀｰｴｯｸﾞﾊﾝﾃｨﾝｸﾞ
28日
花壇清掃・花苗植え込み

25日
学校装花_七夕飾り
花壇整備

29日
学校装花_十五夜飾り
花壇整備
秋素材のリース作り

15日 新規募集
おたよりの印刷・配付

20日～　1学期読み聞か
せ

日程調整
スケジュール作成

　

27日 全体会・選本会議 26日～　2学期読み聞か
せ

14～16日
北海道神宮パトロール

20日 SANフェス
ポップコーン販売

15日
総会・情報交流会

20日
説明会・おしゃべり交流
会

25日 研修委員会① 27日 研修委員会② 18日 研修委員会③ 29日 研修委員会⑤ 2日 研修委員会⑥

25日 研修委員会④ 24日 研修委員会⑦

30日 研修委員会⑧

11日 総務委員会① 15日 総務委員会②

令和7(2025)年度　PTA活動予定・活動状況一覧①　札幌市立三角山小学校

事務局

（全体）

全　体

（地域関連）

11日　1年生茶話会
24日　4年生茶話会

学　年
委　員

15日 新規募集
20日
開級式・講座①
ヤクルト講座

12日　講座②
山田了己先生

15日　講座③
子供との関わりに
迷ったとき
NPO法人はる
河西良介先生

19日 SANﾌｪｽ前日準備
20日 SANﾌｪｽ

フラワー
ボランティア

図　書
ボランティア

特別委員
一家庭一役

14日 活動アンケート
28日 特別委員決定

単発
（随時募集）
ボランティア

2日 旗振りｽｹｰｼﾞｭｰﾙ作成
7日 掲示委員①
13日 旗振り備品管理
　　（旗・ベスト配付）

交通安全指導委員
（旗振り）
令和７年度　活動開始

15日 図書整備
17日
SANフェス実行委員会

SANフェス実行委員
　19日 前日準備
　20日 当日対応

家庭教育学級
SANKAKU
の会

総務委員

研修委員
（副委員長）

区Ｐ連
（副会長）

学校運営
協議会

（ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙ）

9日 会議参加①
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１０月 １１月 １２月 令和８年１月 ２月 ３月 4月～

19日 運営委員会②
（臨時休校・書面開催）

23日 第48回卒業式 PTA説明会

30日 事務局会議⑨ 27日 事務局会議⑩ 18日 事務局会議⑪ 22日 事務局会議⑫ 12日 役員会② 5日 事務局会議⑬

10日 交通安全母の会②
10日 ｺﾐｭﾆﾃｨｰｽｸｰﾙ②
青少年健全育成委員会

19日
ｽｸｰﾙｿﾞｰﾝ実行委員会②

5日 ｺﾐｭﾆﾃｨｰｽｸｰﾙ③

17日 街頭啓発運動④
　（大倉山小学校）　🐻🐻

22日
学校装花_ﾊﾛｳｨﾝ

19日 学校装花
就学時健診＆ｸﾘｽﾏｽ
花壇整備（花壇終い）

12日
学校装花_一日入学

19日
学校装花_卒業式

日程調整
スケジュール作成
16日 Xmasﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ制作

27日～　3学期読み聞か
せ

10日 卒業生への特別会

23日 ｸﾘｽﾏｽ読み聞かせ
（全校放送）

9日 図書整備

7日
40周年記念事業

23日
小中学校部会

15日 研修委員会⑨ 15日 ｱｰｶｲﾌﾞ配信準備 13日 研修委員会⑩ 委員長校

24日 第39回教育講演会
運営（エルプラザ）

27日 正副委員長会

11日 総務委員会③ 40周年記念事業 運営 23日　小中学校部会運営 16日 総務委員会④

26日 記念事業事前準備
第29回親子ふれあい事業
「音楽フェスティバル」

ロゴマーク募集・表彰

令和7(2025)年度　PTA活動予定・活動状況一覧②　札幌市立三角山小学校

事務局

（全体）

（地域関連）

全　体

次年度
委員決定

3日　3年生茶話会 18日　2年生茶話会 次年度委員アンケート

5月末
旗振り
終了

フラワー
ボランティア

図　書
ボランティア

特別委員
一家庭一役

26日 掲示委員②
1日
役員候補者選考委員

24日 掲示委員③

18日 閉級式・講座⑦
ﾐﾂﾊﾞﾁがつなぐ自然と
人、養蜂ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
ｻｯﾎﾟﾛﾐﾂﾊﾞﾁﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
本田真琴先生

単発
（随時募集）
ボランティア

学　年
委　員

9日 図書整備委員

家庭教育学級
SANKAKU
の会

6日 講座④
性教育講座
同）ｺｳﾉﾄﾘ企画
堂福はる先生

17日 講座⑤ 親子講座 
体験しながら発見！
自然と私達の大切なつながり
北大地球環境研究院
博士研究員　安東義乃先生

4日　講座⑥
裁判見学と法律のお話
弁護士：辰野真也先生

区Ｐ連

総務委員

5日　会議参加③

研修委員

学校運営
協議会

（ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙ）

10日 会議参加②
青少年健全育成委員会
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令和7年度 PTA一般会計収支決算報告書
札幌市立三角山小学校保護者と先生の会

1. 収入の部 （単位：円）

令和7年度 令和7年度
備考項目 増減

予算案 決算額

繰越金 156,732 156,732 ゜

保護者会費 347,400 342,000 △5,400 150円x190家庭 x12か月＋転出入家庭分。

教職員会費 36,000 36,000 0 150円x教員20名x12か月。

PTA共済制度 141,140 139,340 △1,800 460円x児童242名＋140円x(l93家庭＋教員20名）。

雑収入 ゜ 43 43 受取利息。

収入額合計 681,272 674,115 △7,157

2. 支出の部 （単位：円）

令和7年度 令和7年度
項目 増減 備考

予算案 決算額

1.消耗品費 100,000 1,298 98,702 事務消耗品。

2．渉外接待費 30,000 4,500 25,500 
運営費

3．会議運営費 15,000 1,679 15,000 

4.通信費 11,000 10,000 1,000 

1~4小計① 156,000 17,477 140,202 

5．地区委員会費 5,000 ゜ 5,000 

6．慶弔費 20,000 10,000 10,000 
活動費

7.奨励費 55,000 55,776 △776 卒業証書ファイル。 卒業生胸花代。

8．交通費 30,000 3,800 26,200 

5~8小計② 110,000 69,576 40,424 

分担費 9.分担費 62,200 58,800 3,400 280×210人（家庭数＋教員20名）

予備費 10.予備費 207,872 29,680 178,192 コインカウンター。 シュレッダー

PTA共済制度 11. PTA共済制度 145,200 139,340 5,860 

9~11小計③ 415,272 227,820 187,452 

支出額合計（小計①＋②＋③） 681,272 314,873 368,078 

3. 残高の部 （単位：円）

項目 金額 備考

収支残高（収入額 一 支出額） 359,242 

特別会計へ繰り入れ 200,000 

残金 159,242 次年度に繰り越し。

監査の結果、 上記決算報告が適性であることを証明します。

令和 8 年 3 月:? I 日

三角山小学校PTA監査

脊ノRふ久ぼ）

戸稔十咀⑦
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三角山小学校 令和８年度 活動方針（案）  

開校 4９年目の本校では、三角山スタンダードとなるカリキュラムの編成・実施を通じて、
「ふるさと札幌・三角山」に立脚した特色ある教育を充実していくための取り組みを推進して
きました。PTA としても、豊かな教育風土の中で、会員の皆様並びに地域の方々の多大なるご
理解、ご協力を礎として、児童の健全な心身の育成を目指して活動を続けております。 
少子高齢化という人口構造の変化、新興感染症の脅威、経済・労働環境の新時代化、科学・情

報技術の発展など、社会はさまざまな側面から変化してきています。このような社会的背景を
踏まえ、学校教育においても、子どもたちの「生きる力」の育成を目指して、実際の社会や生活
で生きて働く知識及び技能、未知の状況にも対応できる思考力・判断力・表現力など、学んだこ
とを人生や社会に生かそうとする学びに向かう力、人間性など三つの力をバランスよく育む新
しいカリキュラムが実施されています。 

PTA は、学校とは別の保護者と先生の自発的な参加による任意団体ですが、直面している社
会的背景は、変わるものでありません。通学するすべての子どもたちが、次の時代を担うこと
ができるよう、心身の成長を支援する組織でありたいと考えております。今年度も会員の皆様
のご理解とご協力を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。 
 
札幌市立三角山小学校保護者と先生の会 組織図 
 
 
 
 
  

総 会（PTA会員）

役員会・事務局会
（学校長・教頭・PTA担当教諭・PTA会長・副会長・総務・会計）

運営委員会（役員・学年正副委員長）

学級委員会

学年委員会
（１～６学年
正副委員長）

特別委員会

交通安全指導委員（旗振り）
SANフェス実行委員

図書整備委員
掲示委員

役員候補者選考委員

会計監査

家庭教育学級
（sankakuの会）

ボランティア活動

～ 通年 ～
図書ボランティア

フラワーボランティア

～ 単発 ～
SANフェスポップコーン

図書整備
北海道神宮祭パトロール
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⒈ 活動理念 

子どもたちの笑顔に～今、できることを～  
 

⒉ 基本方針 

～学校・家庭・地域が連携して、子どもたちの健やかな成長と生きる力の向上を目指す～ 
 
⑴ 学校・地域との関わりを深め、笑顔にあふれた子どもたちの成長を目指したＰＴＡ活動を

行う。 
⑵ ＰＴＡ活動を通し、子どもたちとのふれあいを大切にしながら、健やかな心をはぐくむ教

育環境やサポート体制を構築する。 
 

⒊ 活動の重点 

（1）会員相互が無理なく活動に参加するための「一家庭一役制」を実施する。 
(2) 子どもたちの健全育成を目指すために会員相互の交流を深め、「心のふれあい」を大切にし

た活動を行う。 
 「SANKAKUYAMAフェスティバル」を企画・開催する。 
 家庭教育学級「SANKAKUの会」、各ボランティアへの積極的な呼びかけを行う。 

(3) 運営委員会を通して、各学年や委員会からの意見や要望を集約し、ＰＴＡ活動に反映させ
ていく取り組みをする。 

(4) ＰＴＡだよりや学校ＨＰから、ＰＴＡ活動の情報を全会員へ発信する。 
(5) 参観、懇談会等の「子どもを育てる視点」を柱とした話し合いの充実や、図書・フラワー等

のボランティア活動に参加し、学校教育への理解を深め子どもたちの健やかな心をはぐく
む教育環境を構築する。 

(6) 地域との交流を重視し、子どもたちが安全に暮らせる環境づくりに取り組む。 
 会員自らが地域の一員であることを踏まえ、地域の方々との関わりを大切にする活動を
推進する。 

 町内会の協力を得ながら、地域ぐるみで通学路の安全確保を行う。 
 「すぐーる」及び「ツイタもん」を利用した一斉配信による情報の共有と、保護者の積極
的な見守りを行う。 

 子どもの安全を守る「子ども 110番の家」の参加。 
(7) 会員相互が活動しやすいPTAを目指し、社会的背景の変化に合わせた規約の見直しを行う。 
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１．収入の部 (単位: 円)

令和7年度 令和8年度

決算額 予算案

156,732 159,242

342,000 271,800

36,000 36,000

139,340 123,300

43 0

674,115 590,342

２．支出の部 (単位: 円)

令和7年度 令和8年度

決算額 予算案

1. 消耗品費 1,298 100,000

2. 渉外接待費 4,500 31,200

3. 会議運営費 1,679 15,000

4. 通信費 10,000 11,000

17,477 157,200

5. 地区委員会費 0 0

6. 慶弔費 10,000 20,000

7. 奨励費 55,776 57,000

8. 交通費 3,800 30,000

69,576 107,000

分担費 9. 分担費 58,800 48,760

予備費 10. 予備費 29,680 154,082

PTA共済制度 11. PTA共済制度 139,340 123,300

227,820 326,142

314,873 590,342

PTA共済制度

雑収入

収入額合計

札幌市立三角山小学校保護者と先生の会

令和8年度 PTA一般会計予算(案)

項目

繰越金

保護者会費

教職員会費

項目

支出額合計 (小計①+②+③)

備考

150円x151家庭x12か月。

150円x教員20名x12か月。

460円x児童216名+140円x(151家庭+教員20名)。

1~4 小計①

活動費

5~8 小計②

9~11 小計③

備考

事務消耗品。

2回あり。１回1人4700円×3名。

利子。

運営費

卒業証書ファイル、胸花代。

区P、市Pなどの会議交通費。

280円x(151家庭+教員20名)+振込手数料880円。

今年度は未定。

事務局員（会⾧、副会⾧、総務、会計）各1,000円×11名分。

令和8年度より地区委員廃止のため予算なし。

460円x児童216名+140円x(151家庭+教員20名)。

運営委員会などお茶代。
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１．収入の部 (単位: 円)

令和7年度 令和8年度

決算額 予算案

644,666 600,510

110,112 0

72,270 0

200,000 0

1,027,048 600,510

２．支出の部 (単位: 円)

令和7年度 令和8年度

決算額 予算案

15,000 15,000

50,000 50,000

22,830 50,000

338,706 415,510

10,000 50,000

0 0

2 20,000

436,538 600,510

雑収入 オリジナル品収益など。

令和8年度 PTA特別会計予算(案)

項目 備考

繰越金

札幌市立三角山小学校保護者と先生の会

図書ボランティア活動費

フラワーズボランティア活動費

定期預金解約 周年事業積立金継続のため。

一般会計より繰り入れ 今年度決算額により決定するため予算は未定。

収入額合計

項目 備考

支出額合計

PTA活動還元金 花束代。

周年事業積立金 目標額(100万=10万x10年分)を達成したため。

SANフェス準備費

教育活動還元金 今年度は未定。

予備費 オリジナルT シャツ版代

13



令和８年度　札幌市立三角山小学校PTA役員候補

会　長 山田　哲哉 ５年

副会長 松尾　吉洋 ６年

副会長 加藤　晃英 ５年

役　員 秋山　琴美 ５年・２年

役　員 荻原　咲子 ６年・２年

役　員 中村　あずさ ６年

役　員 池田　瑞樹 ６年

役　員 小林　弘恵 ５年

役　員 金井　優子 ５年・３年

役　員 関根　寛子 ５年・２年

役　員 辰野　真也 ４年

役　員 亀井　聡 ３年

副会長 北出　良知 教頭

会　計 桐山　牧子 教諭

顧　問 今北　しのぶ 学校長

監　査 梨木　美咲 ６年

監　査 髙橋　知子 ４年・２年

桐山　牧子 教諭

《会計監査》

《PTA担当教諭》

《事務局役員》

役員選考委員会委員長
須永　亜希子

14



総会資料補足１ 
 

【総会資料補足】 

 

(1)  報告事項 

① 活動報告    資料記載の活動を行いました。 
② PTA一般会計・特別会計決算報告は、資料の記載通りです。 
③ 監査報告    令和８年３月３１日に監査を行い適切に処理されました。 

      ※監査後入出金はありません 
 

(2)  審議事項 

① 令和８年度 PTA活動方針・計画案について資料の通り活動します。 
② 令和８年度 PTA会計予算は、資料の記載通りです。 
③ 次頁、総会資料補足２に記載のとおり、年度調整のため２年分の承認が必要になります。 

札幌市 PTA共済会につきましては、パンフレットを配付いたしますのでご確認ください。 
④ 令和８年度の新役員選出については、役員候補選考委員会において候補者の選出を終えて

おります。新役員候補氏名の一覧を添付しております。 
 



審議事項 ３　共済会の加入について 

  例年、ＰＴＡ総会において札幌市 PTA共済会の資料を配布し共済会の加入について審

議しておりますが、2026年度より変更点がございます。 

2025年度までは 4月の PTA総会で年額児童 1名４６0円、PTA会員 1世帯 1４0円

の掛け金で共済加入を審議し、6月 1日から翌年 5月 31日の加入としていました。 

現在共済会の加入年度は 6月開始ですが、2027年度より 4月開始へと変更される予定で

す。 

そのため年度の移行に伴う調整として、本総会では 2026 年度分と 2027 年度分の 2 年

分の共済加入についてあらかじめ承認をお願いするものです。 

2026年度は移行期間とし共済期間は 6月 1日から 3月 31日の 10か月間（児童 1名

380円、PTA会員 1世帯 120円）、2027年度は 4月 1日～3月 31日の 1年間（児

童 1名 460円、PTA会員 1世帯 1４0円）となります。 

共済は各 PTA単位での加入となっています。詳しくは配付の資料と札幌市 PTA共済会の

ホームページをご覧ください。

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

・共済説明会（2026年度） ・共済説明会（2027年度）

・総会での承認（2026年度・2027年度分） ・総会での承認（2028年度分）

・加入申し込み（2026年度） ・加入申し込み（2027年度）

2026年度（令和8年度） 2027年度（令和9年）

２０２５年

度　～５月

３１日まで

掛け金10か月分(6月1日～3月31日まで） 掛け金1年分（4月1日～３月31日まで）

総会資料補足２



規約 - 1 

札幌市立三角山小学校保護者と先生の会規約 

第１章 名称及び事務局 

第１条 この会は「札幌市立三角山小学校保護者と先生の会」（略称三角山小 PTA）といい、事務局を同
校内におく。 

第２章 目的及び活動 

第２条 この会は、保護者と先生が協力して、学校・家庭・地域における児童の健全な成長と教育の充
実を図ることを目的とする。 

第３条 この会は、前条の目的を達成するために、次の活動をする。 
１．会員の教育に対する相互の理解を深める。 
２．児童の生活及び教育環境の充実に努める。 
３．家庭、学校、地域の緊密な連携により、児童の豊かな成長を支える。 
４．会員相互の理解・親睦と教養の向上を図る。 
５．その他、この会の目的達成に必要なことを行う。 

第３章 方針 

第４条 この会は、教育を本旨とする自主独立の民主団体として次の方針に従って活動する。 
１．児童の教育ならびに、福祉を目的とする他の団体及び機関と協力する。 
２．この会は、政治的・宗教的偏向を排し又、もっぱら営利を目的とする行為は行わない。 
３．この会、又はこの会の役員の名で公私の選挙の候補者を推薦しない。 
４．学校が抱える様々な課題を解決するため、学校運営について積極的に意見や提案、協力を行

う。ただし、学校の管理運営事項は学校が決定する。 

第４章 会員 

第５条 会員は、本校児童の保護者と本校に勤務する先生とする。 
第６条 会員はすべて平等の権利と義務を有する。会員は総会で決めた会費を納める。 

第５章 役員及び任務 

第７条 この会は、次の役員を置く。その任期は１年とし再任は妨げない。 
１．会 長 １名（保護者） 

会長は、この会を代表し、会務を統括する。 
２．副会長 若干名 

副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。 
３．総 務 若干名 

総務は、会合の連絡、調整（議案の作成）及び議事の記録をする。 
４．会 計 ２名（保護者１名・先生１名） 

会計は、この会の予・決算及び金銭の出納管理を担当する。 
５．会 計 監査２名（保護者２名） 

会計監査は、この会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。 
６．顧 問 顧問は、この会の目的遂行のための助言をする。 

顧問は、本校の校長とする。 
 



規約 - 2 

第８条 役員は、役員候補選考委員会で会員の中から選考し、総会において承認を得る。別に定める運
営細則の役員選考規定による先生より選ぶ役員は、校長と協議して会長が委嘱する。 

第６章 委員及び任務 

第９条 この会には、次の委員をおく。但し、その年度の学級編成や各学級からの選出が困難な場合は、
その学年の学級全体より運営可能な人数を選出することができる。 
１．学級委員 各学級１名 
ア 学級委員は、学級ごとに選出する。 
イ 学級委員は、学級の会務（学級会・学級委員会）を担当する。 
ウ 学級委員は、学年委員長を担当する。 

２．学年委員 各学級１名 
ア 学年委員は、各学級の委員長があたる。 
イ 学年委員は、それぞれの学年の正・副委員長を互選する。 
ウ 学年委員は、その学年の会務を担当し、学年委員会を運営する。 
エ 各学年の正・副委員長は、委員会を代表し、運営委員として運営委員会に参画する。 

 
３．運営委員 
ア 運営委員は、会長・副会長・総務・会計、各学年正・副委員長及び若干名の先生がその
任務にあたる。 

イ 運営委員は、会務を担当するほか、各委員会の円滑な運営のパイプ役として協力する。 
ウ 各委員会を代表する運営委員は、それぞれの委員会の活動計画等について、意見を集約
して運営委員会に参画する。 

第１０条 先生より選ぶ委員は、校長と協議して会長が委嘱する。 

第７章 集会と構成 

第１１条 総 会 総会はこの会の最高決議機関であり、会長がこれを召集する。 
毎年４月に定期総会を開き、次の事項について審議して決定する。 
但し、会長が必要と認めた場合、臨時総会及び書面または通信での総会を開く
ことができる。 
総会の決議は、出席者の過半数の同意を必要とする。 
１．会務の経過報告 
２．役員の選出 
３．予算及び決算 
４．活動計画の大綱 
５．規約の改正 
６．その他の重要事項 

 
 
第１２条 運営委員会 運営委員会は会長・副会長・総務・会計学年委員会正・副委員長・先生若干名

で構成し、総会で委任された範囲で、次のことについて協議し調整を図って運
営する。 
また、会長が必要と認めた場合、書面または通信での運営委員会を開くことが
できる。 
 



規約 - 3 

１．会務の運営 
２．各委員会の連絡調整 
３．総会提出の議案 
４．総会で委任された事項の推進 
５．運営細則の改廃 
６．その他の緊急を要する事項 

第１３条 役員会 役員会は会長・副会長・総務・会計を持って構成し次の事項について協議 
するほか、会長が必要と認めた場合は役員会で議決することができる。但し必
要に応じて、各学年委員会委員長も出席することができる。 
１．総会の委任事項の執行 
２．会務の企画立案と運営 
３．総会・運営委員会の議案 
４．その他の緊急事項 

第１４条 学級・学年会 学級(学年)会は、学級(学年)の全会員で構成し PTA組織の基礎集団として、 
この会の活動の母体となる。学級(学年)会は、学級担任・会員相互の話し合い
を通して教育への理解を深め、会員の親睦と教養の向上に努める。また、他の
委員会活動に積極的に参加し努力する。 

第１５条 学級委員会 学級委員会は、学級委員と学級担任で構成し学級会の企画運営・活動等に 
ついて協議する。学級委員会は学級 PTAの運営にあたる。 

第１６条 学年委員会 学年委員会はそれぞれの学年の学級委員と学級担任で構成し、学年または 
学級活動の企画運営等について学級相互の連絡調整を図る。また学年共通の問
題について、調査・研究と活動を行い学年 PTAの運営にあたる。 

第１７条 校長は、この会の各種の会合に出席して、学校の運営管理者の立場から意見を述べることが
できる。 

第８章 会計 

第１８条 この会の活動の経費は、会費その他をもってあてる。会費の額は総会で決める。 
第１９条 この会の会計は、総会において議決された予算に基づいて行われる。 
第２０条 この会の決算は、会計監査を経て総会に報告され、承認を得なければならない。 
第２１条 この会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日で終わる。 



規約 - 4 

○ 付 則 
１．この会の規約の改正は、役員会が発議し、運営委員会を経て総会で決定する。 
２．運営上必要な細則は、別に運営委員でこれを定める。細則の改廃の結果は、次期総会に報告

しなければならない。 
３．この規約は、昭和５３年３月１８日から実施する。 

平成 ２１ 年 ４ 月 １５ 日 一部改正 
平成 ２３ 年 ４ 月 １５ 日 一部改正 
平成 ２４ 年 ４ 月 ２０ 日 一部改正 
平成 ２５ 年 ４ 月 １９ 日 一部改正 
平成 ３０ 年 ４ 月 １３ 日 一部改正 
令和 ２ 年 ６ 月 １ 日 一部改正 
令和 ３ 年 ４ 月 １４ 日 一部改正 
令和 ４ 年 ４ 月 １９ 日 一部改正 
令和 ６ 年 ４ 月 １７ 日 一部改正 
令和 ７ 年 ４ 月 １１ 日 一部改正 

 

○ 運 営 細 則 

１．特別委員会規定 
ア この会の活動に必要な特別事項について、会長は調査・研究立案するために特別委員会を設け、

諮問することができる。 
イ 特別委員会は、学級または学年より選ばれた若干名の保護者と先生で組織し委員の互選により

正・副委員長を選出して運営する。 
ウ 特別委員会は、その特定の任務が終了したときに解散する。 

２．役員選考規定 
ア 役員は、役員候補選考委員会（以下選考委員会という）が候補者を選考し総会で決定する。 
イ 選考委員会は、役員候補の選考にあたっては事前にその候補者の同意を得て総会前にあらかじ

めその氏名を、会員に通知しなければならない。 
ウ 選考委員会は、各学年若干名の委員と先生若干名の委員で構成し、互選により正・副委員長を選

出して運営する。但し、必要に応じて役員もオブザーバーとして参加することができる。 
エ 選考委員会は、毎年４月に発足し翌年３月３１日までに役員候補を選考しなければならない。 
オ 任期中の役員に欠員が生じたときは、残存期間を考慮して選考委員会が候補者を選考し、運営

委員会が承認する。 
３．慶弔規定 

ア 会員及び児童が死亡した場合、香典（金壱万円）または、供花を贈る。 
イ 会員以外の職員が死亡した場合、香典（金壱万円）または、供花を贈る。 
ウ その他の児童の不慮の災害については、その都度、役員会で協議する。 
エ このほか必要と認められた場合（慶弔電報、供花等）役員会で別に協議する。 

 




